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８月定例教育委員会会議録 

 

１ 開催日時 令和７年８月20日（水）14時39分～15時30分 

２ 開催場所 武雄市役所 ４階会議室 

 

３ 出席者名 教 育 長：松尾教育長 

       教育委員：大庭教育長職務代理者、松尾委員、竹内委員、落合委員 

       事 務 局：古賀こども教育部長、野口こども教育部理事、真﨑教育総務課

長、緒方こども未来課長、福田学校教育課長、武富多様な学び支

援室長、冨岡学校教育課参事、石橋新しい学校づくり課長、林新

しい学校づくり教育監、井手生涯学習課長、宮原文化課長、井手

新文化交流拠点整備室長、溝上図書館・歴史資料館長、杉原教育

総務課長代理 

４ 傍聴者数      なし 

５ 報道関係者     なし 

６ 議事録署名人の指名 【竹内委員を指名】 

７ 前回会議録の承認  令和７年７月定例教育委員会会議録 

８ (1)教育長の報告 

 １ はじめに 

  ・こども教育会議のお礼（武雄市における多文化共生について） 

  ・西部地区市町教育委員会連合会総会並びに研修会 

  ・雄武町との武雄での交流終わる 

  ・安全、安心な学びの場を守るために ～日常の振り返りチェックリスト～（裏面） 

２ 来週から１学期後半の開始 

  ・学校訪問：西部  10/21 山内中 

        市教委  8/29 武内小  10/29 橘小  10/30 東川登小 

  ・運動会、体育大会： 9/28 橘小（合同） 

            10/ 5 若木小、武内小、西川登小、東川登小(４校とも合同) 

            10/19 武雄中、山内中 

            10/26 山内東小、山内西小 

  ・町民運動会:10/5武雄町・山内町 10/12北方町 10/25朝日町(スポーツフェスタ) 

  ・創立（開校）150周年関係：9/13 橘小 

               10/23 東川登小  10/24 西川登小 

               11/ 2 武内小   11/30 若木小 
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  ・公開授業等 11/28（金）リーディングＤＸスクール事業授業公開・研究会 

【西川登小・山内東小・武雄中・川登中】 

   ※今年度からキッズウィークによる休業日はなし 

３ その他 

  ・8/21 九州地区市町村教育委員会研修大会（シーハットおおむら及びパークベル

ズ大村） 

  ・8/28～29 九州地区公民館研究大会佐賀大会（28日に武内公民館発表：佐賀市文

化会館） 

   ※まちづくり協議会と連携して行った若い世代をまちづくりに引き込む取組を発表 

  ・8/29 市連Ｐとの懇談会：「これからの学校の話をしよう」よりテーマを設定 

      ① ビジョン03のプラン③：地域一体のキャリア教育について 

      ② ビジョン04のプラン⑥：部活動の地域展開について 

９ 議 事【公開】 

  (1) 報告事項 

  ①図書館の選書について 

  ②各課等からの行事報告 

10 議 事【非公開】 

  (1) 提出議案 

  第11号議案 武雄市教育委員会点検評価報告書について 

  (2) 協議事項 

  ①令和７年９月議会提出「教育に関する報告」について 

  ②地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定に基づく意見の聴取 

   （令和７年９月補正予算） 

  ③地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定に基づく意見の聴取 

   （令和７年９月議会提出「財産の取得について」） 

11 次回開催日程について 

  令和７年９月24日(水) 15時～ ４階会議室 

12 その他 

13 閉会 
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午後２時39分 開会 

 

○教育長職務代理者 

 それでは、皆さんこんにちは。先ほどの会議に後で教育長さんの話もあるかも分かりませ

んですけど、後の会もあるということで、令和７年の８月定例教育委員会を始めたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

 まず、議事録署名人の指名ということで、７月の議事録は松尾委員でしたけど、８月は竹

内委員になっているようですので、よろしくお願いします。 

 教育長さんより非公開の協議について説明をお願いします。 

○教育長 

 では、本日の本体冊子を見ていただいて、表紙の後ろでございますが、真ん中ほどの６番、

非公開の議事ということで、提出議案、あるいは協議事項ということで項目を挙げています。

点検評価の件、あるいは議会に対する報告とか、そういったことで公にできないということ

で非公開にしたいと思いますが、賛成の委員さん、挙手をお願いします〔賛成者挙手〕。 

 ありがとうございました。では、６番、非公開の議事については非公開で行いたいと思っ

ています。 

 以上です。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございます。 

 ３番、前回会議録の承認ということで、７月の会議録承認について、もし中身の訂正等ご

ざいましたら挙手をお願いしたいと思いますが、特別にないでしょうか〔「なし」と声あ

り〕。 

 では、承認を取ってまいります。前回会議録の承認をされる委員さんは挙手をお願いしま

す〔賛成者挙手〕。 

 ありがとうございます。 

 それでは、４番、教育長の報告、お願いします。 

○教育長 

 では、報告をいたします。 

 先ほどまでのこども教育会議、本当にありがとうございました。来週あたりに大学の件が

いろいろ話題になってくると思いますけれども、多文化ということで、これから武雄市もそ

ういう時代になってきますので、学校教育あたりでも多文化共生について改めて指導をして

いく必要があるかと思っています。 

 西部地区の市町教育委員会連合会の総会、西教連と呼んでおりますけれども、竹内教育委

員さん、そして、落合教育委員さんに参加いただきましたけれども、無事終わったところで
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ございます。そういうことで、一つの行事が終わりました。 

 それと、雄武町との交流が、暑い中でしたけれども、御船が丘小学校、あるいはファミ

リー交流ということで、予定どおり終わったところでございます。半年後に今度は雄武町に

行くという番になりますけれども、落合教育委員さん、よろしくお願いします。 

 安心・安全な学びの場を守るためにということですが、このレジュメの後ろの面、裏面で

す。これが、先週ぐらいですか、県の教育委員会から来たものです。これは、教職員による

子どもたちの盗撮、あるいは性加害、そういったことで非常に全国的に問題になって、本当

にあってはならないことがあったんですが、こういったことで、学校としても日常のチェッ

クをしなさいということで、こういった観点で、管理職はこういったことをしなさい、ある

いは検証しなさい、教職員はこういうことをしなさいということで、定期的にチェックをす

ることが求められていることです。もしかして、後半の学校訪問のときにはこういう状況を

おたくの学校ではきちっとなっていますかということで聞く必要があるかと思っています。

そういったことで、今年は残り４校しか学校訪問ありませんけれども、来年以降もこういう

観点で、特に空き教室あたりの点検ですね、そういうことも教育委員としても関わりを持っ

ていければなと思っているところです。これが、安心・安全な学びの場を守るためにという

県教委から来たチェックリストでした。 

 こういうことで今、学校は、来週から授業が始まりますけれども、職員会議の場で周知し

たり、あるいはチェックをしたりということで動き出すと思っています。来週の月曜日から

授業が始まりますけれども、なかなか暑い日が続いて、今年は10月ぐらいまで暑いと言って

いるようですけれども、子どもたちの安全・安心、暑さに対しても注意しながら、学校再開

ということになります。 

 いよいよそういうことで、来週から１学期後半が始まります。主な行事ということでそこ

に挙げております。学校訪問が４校ですね。16分の４ということで、ほとんど７月までに終

わりましたけれども、８月29日の武内小学校でスタートということになります。 

 運動会、体育大会が、残り、秋の運動会ということで、そこに挙げている日程で進めてい

ます。９月28日、10月５日、この日にあるのは全て町民運動会と合同に行われるものです。

そして、10月19日が残りの中学校２校、そして、10月26日が残りの山内東西の小学校という

ことで、今年の運動会、体育大会が終わります。 

 そして、町民運動会ですけれども、去年は国スポ関係でしなかった町もありますけれども、

今回はそういう日程で開かれる予定になっています。山内町とか北方町は９月の第２日曜日

ぐらいにしていたんですけれども、物凄く暑いということで、１か月ぐらいずらして計画を

されています。朝日町はスポーツフェスタということで、二、三年前からこういう形に変

わっております。 

 今年は多くの小学校で創立あるいは開校150周年ということで、そういう日程で今のとこ
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ろ計画しているところです。式典をする学校もあるし、式典はしないで学習発表会のような

ことをしたりして開かれる、今後計画される学校もあろうかと思いますけれども、今のとこ

ろ予定している学校が５校ということです。武内小学校の11月２日は花火も上がるというこ

とも聞いています。 

 それと、公開授業関係ですが、文科省の指定を受けておりますリーディングＤＸスクール

事業、今年は11月28日金曜日ということで、４校が来ます。実はこの日は、去年までの委員

さん方は、去年、福岡の何とかホテルに行って研修をしましたですね。あの研修が今年は岡

山で予定されていますが、遠過ぎるので、１月になったら同じ会議がオンラインで開かれま

すので、今年はそのオンラインでということで、このリーディングＤＸを優先していただく

ということで考えております。そして、今年度からキッズウイークがなくなって休業日はな

しということで、去年も実はなくなったんですけれども、去年は国スポ関係でできなかった

ということですが、今年からは正式にキッズウイークによる休みがなくなったということで

す。 

 その他、あした、大村での研修会、情報交換会ということで、11時20分に出発でいきたい

と思っています。 

 それと、今度は８月28日、29日に九州地区公民館研究大会の佐賀大会が佐賀市の文化会館

で開かれます。それで、28日、１日目に武内公民館が発表されます。まちづくり協議会と連

携した、若い人たちをまちづくりに引き込むというテーマで武内公民館が発表されます。発

表するのは、昨年まで武内公民館におって、今年はこちらの市役所に異動していますが、今

日、男女参画で説明をした古賀さんですけれども、あの方が去年まで武内でしていたので、

発表される予定になっています。 

 それと、８月29日が市連Ｐとの教育懇談会ということで、これは今までは、私が話題提供

をして、いろんな意見を質問とかで答えていたことですが、今年、「これからの学校の話を

しよう」という冊子をつくっていますので、この中から市連Ｐがこういう話題で説明をして、

それに対する意見交換をしたいということで、今回は２つテーマを決められていて、地域一

体のキャリア教育についてということで、ＰＴＡの協力も得たいということで書いてありま

す。そして、部活動の地域展開についてということが２つ目の柱です。 

 意外と小学校の会長さんあたりが、まだ我々も小学校までは周知が遅れているんですけれ

ども、部活の地域展開について全然分からないという意見もあったということで、今までは

中学校を中心に説明をしていましたので、行く行くは小学生も中学生になっていきますので、

この２つについて、２つとも担当が、今日の英語教育とかの説明をした山口指導主事が担当

ですので、10分間説明をして、その後、意見交換をするということで、資料の２枚目に、こ

ういうことで懇談会の計画、あるいはその後の懇親会のことまで書いてもらっています。そ

して、最後のページは参加する方々の名前とか書いてあります。委員さんにも来ていただき
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たいんですけれども、御都合があられる方は無理は言いませんので、前半だけとか、懇親会

は来られないとか、そういうことでお願いをしたいと思っています。 

 そういうことで、今までの懇談会とはちょっと、あちらからテーマを設定して──今まで

も言っていたんですけど、そっちでテーマを言ってもらえばそれに従って資料を作りますと

言っていたんですが、なかなか会長さんたちが集まる機会がなかったということで、こちら

で主導していたんですけれども、今回は「これからの学校の話をしよう」を中心にしていく

ということでございます。 

 最後に紹介です。全国教職員卓球選手権というのがあっています。教職員の大会で、この

小島叶愛さんが全国で優勝しているんですね。実はこの人は朝日小学校の今年の新採の先生

なんです。新採で、この人が妹で、そして、川上小学校にお姉さんがいて、この人はベスト

４に入っているということです。そういうことで、姉妹で優勝とベスト４に入っているとい

うのがこういうふうに記事になって、こちらが朝日小学校の先生のほうですね。２年生──

何年生担任でしたかね。ということで、こういう先生も活躍して──この先生は佐賀県出身

の人か知らんですけど、高校は明豊高校、北高がやられたところですけれども、そこ出身の

先生です。こちらからあそこに行って、卓球をされたのかですね。今、小城に住んでいらっ

しゃる先生です。ということで紹介をしたいと思います。 

 以上です。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございます。 

 資料をもって説明いただきましたけど、何か皆さん方から御質問なり、または補足なり、

執行部ありませんでしょうか。 

 教育長、一つお尋ねいいですか。説明された武内の発表の──どこでしたっけ。 

○教育長 

 一番下のほう。 

○教育長職務代理者 

 下のほうでしたかね。８月28日…… 

○教育長 

 29日。 

○教育長職務代理者 

 はい。これは時間とか、何かプログラムとか、案内のようなものは来ていないんですか。 

○教育長 

 いや、来ています。 

○教育長職務代理者 

 ありますか。 
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○教育長 

 はい。 

○教育長職務代理者 

 後ででも結構です、時間があったら。 

○教育長 

 私が持っています。帰りに寄っていただければ、お渡しします。 

○教育長職務代理者 

 ほかになければ先に進めます。 

 それでは、議事、公開議事のほうから入ってまいりたいと思います。 

 今回は承認を取る項目はございません。報告事項で①と②がございます。 

 まず、図書館の選書について、何か御説明、補足ありましたらお願いしたいと思いますが、

特別にはないでしょうか〔「なし」と声あり〕。 

 それでは、ないようでしたら、②の各課等からの行事報告ということで、訂正、追加、内

容説明等ございましたら、挙手の上お願いいたしたいと思います。新しい学校づくり課。 

○新しい学校づくり課長 

 19ページをお願いします。 

 細かな訂正になるんですが、８月22日金曜日、中村学園大学のほうでセミナーが実施され

ますが、こちらの名称が「2025春」になっていますが、「夏」でお願いをしたいと思います。

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県の各学校から事例報告がありまして、武雄市のほうからも

実践の事例を報告していきたいと思っております。 

 それと、９月３日、８日の日に、先ほど教育長のほうから11月28日の御紹介いただきまし

たが、９月にも各４校、指定校のほうで公開授業を予定しておりますので、もしお時間、都

合がいいようでしたら視察のほうをお願いできたらと思います。 

 以上になります。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございます。 

 教育長から言われた11月28日の前に、９月に３日と８日にあるという報告、上の訂正につ

いては「春」を「夏」に変えてほしいということです。 

 ほかにございませんでしょうか。委員さんから何か中身のことでお尋ねしたいこととか、

特別によろしいでしょうか。いいですか。 

 またその他の項でお気づきがありましたら、そのときにでも結構かと思いますので、なけ

れば公開議事の②まで終わることにしたいと思います。 

 それでは、真っすぐ６番の、今度は非公開の議事ということで、レジュメ、資料のほうは、

図書館の後の行事報告、25ページから進めてまいります。 
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 第11号議案 武雄市教育委員会点検評価報告書についてということで、教育総務課長さん。 

○教育総務課長 

 第11号議案 武雄市教育委員会点検評価報告書について御説明いたします。資料は別紙の

ほうでございます。点検評価報告書のほうを御覧ください。 

 この件につきましては、令和６年度の教育委員会の事業に関し、７月９日、７月25日、８

月５日の３回にわたり評価委員会を開催し、評価委員会から意見聴取及び評価をいただきま

した。その結果を点検報告書として取りまとめたもので御報告いたします。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございます。前回、委員さんたちの紹介等々もあっておりましたので、その

方々の会議が終わったということでの報告書でございます。 

 前もって資料として、目を通されたりもしていたかと思いますけど、非常に高い評価とい

うか、ありがたい評価をいただいてはおりましたが、何かお気づきで、補足でも聞いてみた

いということであれば、委員さん方から挙手をお願いしたいんですが。 

 今日の前半の分の勉強会で頭いっぱい、十分目を通す時間がなかったかも分かりませんの

で、また我々も、もう少ししっかり目を通して、気づき等ございましたら、直接お尋ねに、

課長さんにお伺いするような形でよろしいでしょうか。ここでは発言がないようですが、も

しありましたときに。 

 そちらのほうから何か補足がありましたら。はい。 

○教育総務課長 

 この件につきましては、議会に報告をするために法律で定められておりまして、承認のほ

うを得たいと思いますので、よろしくお願いします。 

○教育長職務代理者 

 分かりました。これは先ほど言いましたように非公開の議事ということで、議案でもあり

ますので、承認を取ってまいりたいと思いますが、よろしいですかね、御質問はないですね。 

 それでは、第11号議案 武雄市教育委員会点検評価報告書について、承認される教育委員

さんは挙手をお願いします〔賛成者挙手〕。 

 全員承認ということで、御報告よろしくお願いしておきます。 

 それでは(2)協議事項、①から③までございますが、一つ一つ進めてまいります。 

 最初に①令和７年９月議会提出、教育に関する報告について、教育総務課長さんお願いい

たします。 

○教育総務課長 

 それでは、令和７年９月議会に提出いたします「教育に関する報告」について御説明いた

します。 

 ９月１日開会予定の定例議会に提出をいたします６月から８月分の教育に関する報告につ
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きましては、教育長から報告される内容となります。 

 報告内容につきましては、学校教育では、学校訪問の授業の状況、中体連の報告、ＤＸ事

業の推進、子育て支援では、男性の育児参加促進事業の報告、生涯学習では、若木公民館建

設事業、雄武町との児童交流や青島キャンプの報告、文化面では、たけお音楽のまちプロ

ジェクトでの歌舞伎のアウトリーチ公演や、戦後80年企画展「遠ざかる記憶、未来へのバト

ン」の報告、また、新文化交流施設エリアの整備状況などを掲載しております。 

 説明は以上です。御指摘等ありましたら、よろしくお願いいたします。 

○教育長職務代理者 

 内容豊富に報告があるようですけれども、この中身を読まれて、アドバイス等ありました

ら、教育委員さん方から出していただければと思いますが、特にないでしょうか〔「なし」

と声あり〕。 

 ないようでしたら、これも一応承認を取っていきます。 

 ①令和７年９月議会提出「教育に関する報告」について、承認される教育委員さんは挙手

をお願いいたします〔賛成者挙手〕。 

 よろしく教育長さん、お願いしておきます。 

 それでは②地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定に基づく意見の聴取

（令和７年９月補正予算）について、それぞれ担当課長さんのほうからお願いいたします。

29ページから、横長のほうで２ページございますので、関係の担当課のほうから。まず、こ

ども未来課から、それぞれ関係するナンバー分の説明をお願いしたいと思います。緒方こど

も未来課長さん。 

○こども未来課長 

 それでは、９月補正に要求しております状況につきまして、まず、こども未来課のほうか

ら御説明いたします。 

 未来課分はナンバーで言いますと１番から４番になります。 

 まず、№１ですが、放課後児童クラブ施設整備費補助金につきまして、増額の補正要求を

しております。この補助金の内容につきましては、放課後児童クラブの整備を行う社会福祉

法人等に補助金を交付するもので、今年度社会福祉法人朝日福祉会が児童クラブの建設を予

定されております。新設になりますが、その補助金になります。 

 今回の補正につきましては、備考のところに書いておりますが、算定基準額の改正に伴う

増額補正になります。要求額は357万7,000円。財源の内訳としましては、国、県、そして市

という財源になっております。 

 ２番目、新規になりますが、こどもの貧困対策事業の国庫支出金の返還金になります。こ

ちらは令和６年度の母子家庭等総合支援事業補助金の精算に伴いまして、国庫支出金の返還

金を計上しております。内容としましては、昨年度のこどもの笑顔コーディネーターの人件
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費になりまして、年度途中で欠員という形が生じましたので、その人件費分の国庫返還で金

額は82万3,000円になります。 

 ３番目、４番目については、繰越明許費になります。 

 まず３番目が、先ほど１番目で申しました放課後児童クラブ施設整備費補助金になります。

１番目の補正後の金額が7,970万1,000円となりますが、放課後児童クラブを建設するに当

たっての補助金になります。内訳としましては、国が補助事業の基準額の２分の１、県が８

分の１、市が８分の１という内容になりますが、この繰越しの理由としましては、当該補助

事業につきまして、基本設計、そして実施設計に時間を要しまして、今年度の事業の完了が

見込めないという状況になりましたので、当該予算を次年度に繰り越すものです。 

 また４番目は、就学前教育・保育施設整備事業補助金になります。こちらは、小規模保育

事業等を設置する際に補助金を交付するもので、こちらにつきましても、社会福祉法人朝日

福祉会による小規模保育事業の新設に伴う補助金の計上になります。総額は5,825万8,000円。

内訳としましては、基準額の２分の１が国の財源、そして、基準額の４分の１が市の財源と

いう内容になります。 

 こちらにつきましても、先ほどの放課後児童クラブと同様ですが、基本設計及び実施設計

に時間を要しまして、本年度中の事業完了が見込めないことになりましたので、次年度に繰

り越すものです。 

 放課後児童クラブ、そして小規模保育事業所につきましては、旧朝日公民館跡地のほうで、

同じ建物の中で整備される計画でありますので、双方同じ事業計画になりまして繰越しとい

う形になるものです。 

 以上です。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございます。質問はもう後で総括して出していただきます。 

 それでは学校教育課、お願いします。 

○学校教育課長 

 学校教育課分につきましては、今年度いただいた寄附金の使途について予算計上するもの

で５番から７番の３件あります。 

 まず、５番、国際ソロプチミスト佐賀フレンズ様から、小学校の教育振興に活用してほし

いといただきました寄附金10万円につきまして、小学校教育振興費の教材購入費に充当する

ものであります。 

 ６番、株式会社中原鉄工所様から北方小学校及び北方中学校の図書購入に活用してほしい

といただきました寄附金10万円について、小学校教育振興費及び中学校教育振興費の図書購

入費にそれぞれ５万円充当するものであります。 

 ７番、山内中学校第４回卒業同窓会様から、山内東小学校、山内西小学校及び山内中学校
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の健康管理及び教育振興に役立ててほしいといただきました寄附金20万円について、小学校

教育振興費として５万円ずつ、及び中学校管理費の消耗品費に10万円を充当するものであり

ます。 

 学校教育課分は以上です。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございます。 

 それでは、新しい学校づくり課長さんお願いします。 

○新しい学校づくり課長 

 ８番になります。産休代替の会計年度任用職員に係る報酬及び旅費の増額となっておりま

す。補正額は83万1,000円です。 

 以上になります。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございます。生涯学習課長さんお願いします。 

○生涯学習課長 

 生涯学習課です。 

 公民館事務費のほうで、朝日町の光武様から寄附金をいただいておりまして、朝日と西川

登の公民館に備品購入費として充当するものです。備品購入につきましては、寄附金が30万

円で、32万円分を計上しております。備品購入ですけれども、朝日町ではデジタルサイネー

ジ、西川登町では、大型簡易テント一式を購入する予定としております。 

 以上です。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございます。最後、文化課長さんお願いします。 

○文化課長 

 文化課です。資料の10番目、11番目が対象となります。 

 その前に、10番の資料訂正というか、数字の訂正をお願いしたいと思います。 

 10番目の財源内訳のところの一般財源の数字が「1,740」と記載をしておりますけれども、

申し訳ありません。「12,266」ということで数字の訂正をお願いいたします。 

 それでは、10番目の図書館費の指定管理料についてでございます。これにつきましては、

昨今の物価であったり、人件費の高騰を受けまして、市で実施をしています、ほかの指定管

理事業と足並みをそろえて、図書館の指定管理料もこの物価スライドを適用し、増額するも

のでございます。 

 令和７年分の金額につきましては、備考欄に記載のとおり、438万3,000円を予定しており

ます。 

 続きまして、令和８年２月末までに一応図書館システムの更新を予定しております。これ
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に伴いまして、指定管理側で行っていただくＷｉ－Ｆｉの整備であったり、関連機材の購入、

それから、指定管理側での、今回導入します図書館システムとの連携確認していく作業にか

かる費用の部分を追加しているものです。図書館システムの更新初期導入分として1,070万6,

000円を予定しております。 

 続きまして11番目です。図書館費の図書館システム利用料になりますけれども、当初予算

ではこの中で図書館システムの更新にかかる使用料・手数料のほうを計上させていただいて

おりましたけれども、新システムの選定及びリースに係る仮契約を行いまして、業者が決ま

りましたので、詳細を詰めた結果、減額や追加、新たにまた指定管理料への組替えが必要な

ものが分かりましたので、その補正を行うものになります。 

 結果的に、この11番の減額分が、10番の図書館システム更新初期導入分のほうに組替えた

ような格好となります。 

 以上です。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございます。それぞれの課長さんに詳しく御説明いただきましたが、教育委員

さんから何かお尋ねしたいことはございませんでしょうか。 

 ちょっと２つ聞いていいですか、すみません。 

 １つは、３番、４番のこども未来課のほうで繰越しという説明をされましたが、備考欄で、

この基本設計とか実施設計というのは、僕は若木公民館に関わって少し知ったような言葉だ

けで申し訳ないですけど、計画が延びたということは、いろんな事情があってでしょうけど、

費用的なものは、例えば１年延びればお金が増えるとかになるものなのか、要するに、本当

はその年以内にその予算内でしなければいけないものを、いろんな要望を出したり、計画が

うまくいかなくなれば、当然、お金を増やしていくようなことになるというのは、ちょっと

問題なのかなと単純に思ったものでお尋ねですが、それが１つです。 

 もう一つは、先ほど生涯学習課の９番で、朝日公民館と西川登公民館に何か寄附があった

のかな。光武氏と書いてあるけど、我々が特別知る必要はないので、以前に中原鉄工所さん

とか、ソロプチミストさんとか書いてあるのでよく知ってはいますが、光武さんてどんな方

なのか、両方にえらい違うところに寄附をしてあるのは、何かお名前というのはこういうと

ころで紹介してもらってもいいですか。 

 ちょっとすみません、２つお尋ねです。はい。 

○こども未来課長 

 先ほどの繰越しに伴う費用の増の部分ですけれども、これにつきましては、今年度、設計

をされて、総事業費が決定され、その総事業費の中で契約をされるという認識をしています。 

 また、補助金につきましては、基準額が決まっておりますので、基準額に沿った補助事業

しか出せませんので、７年度の繰越しをしたとしても、８年度支払う分は７年度のこの繰越
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し分の精算ということで、補助金の額については変更なしと認識しております。 

○教育長職務代理者 

 生涯学習課長さんお願いします。 

○生涯学習課長 

 寄附された光武氏ですけれども、昨年度、一昨年度から寄附をされていまして、朝日の元

五光建設さんに勤めていらっしゃった方で、実際、朝日のほうで今、いろんな事業をされて

いて、その分をちょっと寄附したいということで、朝日公民館に毎年されて、20万円分は朝

日公民館で、あと10万円分を武内とか若木とか、今回は西川登という形でされている方と聞

いています。それでいいですか。 

○教育長職務代理者 

 ああ、そうですか。すみません、知らなくて申し訳ありませんでした。 

 何かのときにお会いして知らなかったというわけにはいかなかったので、ちょっとお尋ね

しました。ありがとうございます。 

 皆さんから何かよろしいですか〔「なし」と声あり〕。 

 では、承認を取ってまいります。 

 ②地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定に基づく意見の聴取、説明いた

だいたものを承認される教育委員さんは挙手をお願いいたします〔賛成者挙手〕。 

 ありがとうございます。議会でよろしくお願いします。 

 じゃ、③地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定に基づく意見の聴取（令

和７年９月議会提出「財産の取得について」）について文化課長さんお願いいたします。 

○文化課長 

 先ほど補正のところでもちょっと触れさせていただきましたけれども、図書館システムの

更新に伴いまして、業務用のパソコンやプリンター、入退館者数のカウンターであったり、

機器等の導入費が約2,260万円ということで、資料については36ページのほうに詳細を載せ

ておりますけれども、そちらのほうを御覧いただきたいと思います。 

 導入につきましては、リースで対応いたしますけれども、リース期間終了後にその物品の

所有権が市に移ることとしております。財産の取得で2,000万円を超える場合というのは、

武雄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の第３条の規定によ

りまして議会の議決が必要となりますので、議案として上程するものでございます。 

 説明は以上になります。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございます。 

 細かい資料をつけていただいています。武雄の図書館がいかに活用されてきて、これから

さらに充実するかということも含めての契約だろうと思いますので、しっかりと応援をして
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いきたいと思いますが、何か委員さん方から。細かい金額的なものは分かりませんが〔「な

し」と声あり〕。 

 なければ、これも承認ということで取ってまいります。 

 ③地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定に基づく意見の聴取、先ほどの

財産の取得について承認される教育委員さんは挙手をお願いいたします〔賛成者挙手〕。 

 ありがとうございます。よろしく御説明ください。 

 それでは、まず最初に、７番、次回、９月という言葉が出てきましたが、９月定例教育委

員会の開催日程につきましては、９月24日水曜日15時、こちらの４階会議室ということに

なっています。 

 ８番、その他、これまでを通して今日の資料、また、配られている資料の説明等を含めて

ありましたらよろしくお願いします。お願いします。 

○多様な学び支援室長 

 登校支援に関するアンケート結果について御報告します。 

 40ページから資料を御覧ください。 

 アンケートについては、昨年度末、２月から３月にかけて実施しております。不登校及び

不登校傾向の児童・生徒、保護者のうち、児童・生徒35.1％、保護者55％の回答を得ており

ます。 

 では、アンケート結果について簡単に報告をいたします。 

 このアンケートの調査概要、調査の考察、今後の不登校支援に関する施策提案については、

５月、６月、７月と不登校対策委員会を３回実施しまして、その中でアンケート結果による

考察、今後の施策について助言をいただいております。 

 なお、不登校対策委員会委員については、御助言をいただきましたように、不登校親の会

の代表や元当事者を加えて、できるだけ現場目線を取り入れて実施しております。 

 アンケート結果の詳細についてはお配りしているとおりなんですが、休み始めた時期が中

学１年生が多く、理由としては「わからない」という回答が一番多くなっております。 

 また、現在困っていることとしては、勉強の遅れや進路が多くなっております。 

 安心できるサポートとしては、「特にない」という回答が一番多くて、「学校の中の、教

室以外の居場所や勉強できる場所が増えること」というのが児童・生徒も保護者も多く回答

が得られております。 

 アンケートの中では、児童・生徒は「楽しく過ごしたい」「安心できる場所が欲しい」と

いった気持ちを持つ一方、保護者は「働きたい」「登校してほしい」と、児童・生徒と保護

者の意識の違いも見られました。 

 施策についての助言につきましては、初期対応・予防の強化、学びの多様性と環境整備、

相談体制の充実、家庭における安心感の醸成と教育支援、地域・社会で支える仕組みの構築



- 15 - 

などを御助言いただきました。 

 この委員会のほうで助言いただいた内容を、現場の意見を踏まえながら、実施できるよう

検討していきたいと考えております。 

 また、このアンケート結果については、学校名などを除いた形でホームページに掲載する

予定としています。 

 簡単ですけど、以上になります。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございます。 

 ３回の会議を受けて、これだけの資料、結果集計をされておりますので、今の説明も含め

て我々ももう少しゆっくり目を通していきたいと思いますけど、一応これで解散という形に

なるんですか。 

○多様な学び支援室長 

 今年度はですね。 

○教育長職務代理者 

 76ページに、今、施策提案も含めて話をされたんですけど、こういうのはまたいろんなと

ころで発信をされて、ただホームページに載せるという形ですか。 

○多様な学び支援室長 

 ホームページに載せます。 

○教育長職務代理者 

 落合委員さん。 

○落合委員 

 ちょっと質問をいいですか。 

 43ページなんですけれども、「朝起きれない」というところが17になっているんですけれ

ども、この朝起きれない理由が知りたくて、夜遅くまでゲームをしているものなのか、今は

やりの血圧がとか体調面が悪くて朝起きれないのか、朝起きれないだけで、その後は学校に

行っているのかとか、そこの部分が分かればすごくいいなと思っていて、理由に「わからな

い」が19あるんですけれども、17と多いのがすごく気になるなと思っていて…… 

○教育長職務代理者 

 理由としては「わからない」というのが多いということでしょう。 

○落合委員 

 多いですけれども、その次に17で「朝起きれない」という理由が幾つかに分かれると思う

んですけれども、その内容、内訳を知りたいなと思っていて。具合が悪くて…… 

○教育長職務代理者 

 回答という感じじゃないですが、次に生かせるようなことでありましたら。 
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○多様な学び支援室長 

 質問事項はこれで行っていますので、朝起きれない理由はこのアンケートでは酌み取れな

いんですけれども、委員会の中では、朝起きれないのは、起立性調節障害とか、昼夜逆転し

たパターンとか、昼から登校しているお子さんとか、そういった意見は出ておりますが、ア

ンケートからそこまで区分けはできない形となっています。 

○教育長職務代理者 

 こういう結果を通して、また次への課題というか、こういうのが出たけど、これをもう

ちょっと分析してみようかとかなれば、それが出てくるのかも分からない。 

 いろんな取組を先行して、してもらっていますので、先ほど言いましたように我々も勉強

して、またいろんな発言もしていきたいと思います。 

 どうぞ、竹内委員さん。 

○竹内委員 

 不登校のアンケートありがとうございました。 

 これは昨年度の分だと思うんですけれども、昨年度の分と、今年、夏休みがもうすぐ終

わって新しく始まるんですけれども、長期休みの後というのはなかなか警戒をしておかない

といけない時期でもあると思うんですが、昨年と今年は、傾向としては今年のほうがまた全

体的に増えているんでしょうか。 

○多様な学び支援室長 

 不登校と不登校傾向の数は、７月末は若干増えています。 

○竹内委員 

 同月で。 

○多様な学び支援室長 

 同月で若干増えております。 

○教育長職務代理者 

 難しい問題で、数日前にヤングケアラーの研修会があって、そのデータの中にも、やはり

まだ全国的には増えていく。多文化共生を先ほど市長さんがされましたけど、日本の若者た

ちがそれだけ、もちろん自殺もそうでしょうけど、無業者というか、若年無業者もどんどん

増えていく中で、外国青年たちがどんどん日本に入ってこざるを得なくなっているという、

そこまでは先ほどの会では出せなかったですけど、やはりこれは日本人、我々が本当に真剣

に考えていかなければいけないことです。居場所づくりというのをさっき言われましたが、

やっぱりいろんなところで居場所をつくると。雄武町との交流であったりとか、青島での

キャンプであったりとか、武雄もいろんな子どもたちにチャンスを与えているなとは思いつ

つも、やっぱり家から出れない、この暑さの中で家の中でゲームをしている、学校より家の

ほうがゆっくりできるとか、やっぱり本当に学校も含めていろんなところに居場所ができれ
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ばいいんだろうなと思うことはありますけど、本気になってみんなで考えていかなければい

けないことかなと思いますので、この結果等ももう一回みんなでしっかり読み取っていきま

しょう。 

 なければ、ほかにその他の項で御質問とかありますか。松尾委員さん、どうぞ。 

○松尾委員 

 学校教育課さんのほうにお尋ねなんですけれども、先日の８月９日から11日にかけて、武

雄市においてもかなり大雨が降って、警戒レベル３の警報が発令されたかと思うんですけど、

学校等はお休みだったとは思うんですが、その大雨で学校の施設設備等が何か被害を受けた

りとか、そういったものは特にはなかったんでしょうか。 

○教育長職務代理者 

 教育総務課長さん。 

○教育総務課長 

 施設管理は教育総務課のほうですので、御報告しますと、やっぱり横雨等が降っておりま

すので、横雨で教室等に雨漏りがあったケースが１件ございました。１件だけ、御船が丘小

学校でそういう事例がありました。 

○松尾委員 

 ありがとうございます。 

○教育長職務代理者 

 その他ということで、ほかにございませんか。竹内委員さん。 

○竹内委員 

 ８月25日から１学期の後半がスタートしますけれども、教職員の配置では大分苦労されて

いると思うんですが、状況的には、以前もお聞きしましたけど、その後、少しよくなったと

か、状況はどうでしょうか。 

○教育長職務代理者 

 学校教育課長さん。 

○学校教育課長 

 産休育休とか、そういった近々に対応しなければいけないところを優先的に常勤講師等を

今のところ配置をしているところです。具体的に言いますと、昨年度、講師をされていて、

家庭の事情でできないという方もいらっしゃったんですけど、そこを再度お願いして、特に、

複式学級になっている小さな学校は職員がいませんので、そこを優先的に講師の任用とかを

今進めているというか、任用できるような感じでしているところです。 

○教育長職務代理者 

 今のようなことでは、塾の先生たちを学校にというのも出ていたりしますが、そういうの

を武雄市もこれから考えられるんですか。 
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○学校教育課長 

 そういう方がいらっしゃれば、臨時的に免許の発行等も含めて、できるだけ講師というか、

未配置がないようにしていきたいとは思っていますが、現場的には、やはり人はつけても、

次に求められるのは質ということもあります。担任が産休育休になって、そこで担任ができ

るかとか、一人で授業ができるかとか、そういったところも鑑みながら、教育事務所とも連

携を取りながら講師の任用を進めているところです。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございます。 

 ほかにないようでしたら、皆さんはまたこの後、対応があられるということで、時間は早

いですが、以上で８月の定例教育委員会を終わりたいと思います。本当にありがとうござい

ました。 

 

午後３時30分 閉会 

 

 


